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要因の整理・分析・検証の状況を把握し、必要な指導を行

うことについて言及する。

ハラスメント防止対策について
本年６月からパワーハラスメントの防止等のための人事院

規則が施行されたところであり、今後も、各府省における

防止対策を支援していくことに言及する。

定年の引上げについて
定年を段階的に引き上げるための措置が早期に実施される

よう改めて要請する。

【自治労・公務員連絡会の主張】
①新型コロナウイルスの感染拡大による経済情勢のもとで、

民間賞与の客観的な支給実績に基づくものではあるが、コ

ロナ禍においても国民の命と暮らしを守るために職務に奮

闘している職員の努力を踏まえると、支給月数の引き下げ

は遺憾である。今後、月例給に向けた人事院の作業が進め

られるが、公務員連絡会の要求を基に、われわれとの交渉

・協議・合意による措置を強く求める。

②職員は未だ収束が見えない新型コロナウイルスの感染拡大

防止と社会経済活動の両立に向けた対策や近年多発する自

然災害への対応などに取り組んでいる。一方、職場では、

テレワークを始めとする働き方改革や職員の健康確保措置

なども引き続いての課題であり、職場実態を踏まえた改善

に向けての議論を求める。長時間労働の是正については、

各府省の超過勤務実態の整理・分析・検証を踏まえて、適

時適切に指導助言を確実に行うとともに、超過勤務縮減に

向け継続した協議を求める。

【人事院総裁の回答】
勧告日について
本年は、まず、特別給に関する勧告を行うこととしている。

勧告日は１０月７日（水）を予定。

特別給（一時金）の引下げについて
特別給（一時金）は、０．０５月分の引下げとなる見込み。

引き下げ分は、今年度については１２月期の期末手当から差し

引くこととする。来年度以降については、０．０２５月分ずつ、

６月期と１２月期の期末手当から差し引く。

新型コロナウイルス感染症に係る取組
時差出勤のための勤務時間割振りの特例の措置、職場の感染拡

大対策等の周知、非常勤職員も含め出勤困難な場合の特別休暇

の適用などを行うとともに、公務災害認定等の事務が速やかに

行われるよう指導してきた。今後においても、感染拡大の予防

を図りつつ、必要な取組を進めていく。

長時間労働の是正について
今後、超過勤務命令の上限を超えた場合における各府省による

【人事委員会要求書のポイント】

○給与水準の改善と一時金支給月数の維持

○通勤手当の改善（高速道路等加算の要件緩和等）

○時間外勤務の改善・サービス残業の撲滅

○育児と介護の両立支援の改善

○夏季休暇の拡大・取得期間の延長

○定年延長への対応など

人事委員会交渉の予定:１０月下旬～
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人事院､期末手当0.05月引下げの勧告に
一時金のみの勧告を先行実施（月例給その他は後日に）

10/5人事院総裁交渉を実施
本年度の人事院勧告について、人事院は一時金を先行して勧告

するとして、自治労・公務員連絡会と総裁交渉を行い、これを受

け１０月７日には、一時金を年間で０．０５月分を減額し、１２

月期の期末手当で差し引くとの勧告を行いました。公務員連絡会

側は、コロナ禍で奮闘する職員の努力に冷水をかけるものと遺憾

の意を表明し、月例給において継続しての交渉を要請しました。

コロナ禍で奮闘する職員に冷水かける減額勧告は遺憾

県勧告に向け 人事委員会交渉の実施へ
要求書をまとめ近々に提出へ (今月下旬から交渉を開始)
人事院は１０月７日に一時金の減額勧告を行いましたが、自治

労県職は県人事委員会に対して、職員の生活と権利を守るための

「県の勧告」を求めるべく、人事委員会交渉をスタートさせます。

来週早々には、「県人事委員会勧告に関する要求書」を人事委員

会に提出して、１０月下旬にも人事委員会事務局長と交渉を実施

します。今年度の主な要求項目については、給与改善と一時金の

維持を基本に、諸手当の改善、時間外勤務の改善、育児・介護等

ワーク・ライフ・バランスの改善、夏季休暇の取得対象期間の延

長、定年延長への対応等を求めます。裏面に要求書の案を示して

いますので、追加要望等があればお知らせ下さい。
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主な要求項目
○民間給与実態を精確に把握し、地域事情を十分に精査のうえ、

私たちの実質生活を改善するための勧告を行うこと。公平・公

正な公民比較方法により月例給与の水準を改善すること。

○一時金支給月数の現行水準（年間 4.5月）を維持すること。
○県関係職員の実態賃金が民間給与水準から低下しないよう「給

料表の水準調整」の実施を図ること。

○すべての職員が定年まで昇給可能となるよう、思い切った号給

延長を行うこと。

○人事評価制度については、公平性・公正性・透明性・納得性・

合目的性・客観性等の保障と労使の交渉・協議の継続がなされ

た上で、人事委員会として運用状況の検証を行い任命権者へ必

要な要請を行うこと。

○恒常的な超過勤務を縮減し、サービス残業を根絶させるため、

県関係職員の職場実態を把握・分析して実効ある対応を図るこ

と。

○時間外勤務命令の上限規制に関しては、他律的部署の所属が大

半を占めること、上限遵守のための取組において具体の対応策

が準備されていないこと、事前対応が半ば圧力的に進められて

いることなど、課題が見受けられるため、実態を把握して必要

な措置を講じること。

○新型コロナウイルス感染症対策で特定の部署や担当者に過度な

負担に基づく長時間労働が生じていることから、これらの状況

の改善につながる要請を行うこと。

○年次有給休暇の取得を積極的に促進するため、労働環境を含む

諸条件の改善を図るなどの具体的な措置を講ずること。

○扶養手当については、子等の上限額への早期引き上げおよび配

偶者分の減額の回復を行うこと。

○通勤手当については、駐車・駐輪に係る支給額の引き上げを基

本に改善すること。高速道路等利用については、異動要件を全

面的に緩和するとともに、利用料金を全額支給とすること。

○借家等に係る住居手当について、全額支給限度額および最高支

給額の引上げを図ること。また自宅に係る手当の支給を復活す

ること。

○特殊勤務手当については、特に、新型コロナウイルス感染症防

止のための関連業務に関しては、職務や実態を踏まえ、手当の

支給対象範囲や支給額の改善を図ること。

○中途採用者の賃金格差を解消するため、経験年数換算率、号給

調整換算率、年齢別初任給基準などの抜本的改善を行うととも

に、前歴を有するすべての職員に在職者調整を実施すること。

○在宅勤務制度について、新型コロナウイルス対策で制度利用者

が拡大してきたことを踏まえて、今後の制度活用に向けての実

態把握と課題解決を図ること。

○ボランティア休暇の日数（現行５日間）を拡大するとともに、

利用範囲の拡大を図ること。

○「リフレッシュ休暇」を復活すること。

○「スクーリング休暇」「リカレント休暇」（有給教育休暇）を特

別休暇として新設すること。

○夏季特別休暇の付与日数を増加するとともに、取得期間を６月

から１０月までに拡大すること。

○「すべての職員がいきいきと活躍できる県庁を目指して」に基

づき、男女平等実現に向けた環境整備と教育の強化策などが進

められるよう、任命権者へ働きかけること。

○職場でのセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等

への実効ある防止策を推進するため、対策を強化すること。特

に、パワーハラスメント対策については、法改正や国の対応を

踏まえ、現行指針の早急な見直しを図ること。

○育児や介護と仕事の両立支援制度について、十分な活用ができ

るよう、代替職員の配置をはじめとした環境整備を図ること。

また、男性が育児休業を取得しやすくなるよう具体的促進策を

講じること。

○会計年度任用職員制度の処遇改善として、正規職員との均衡・

権衡ある給与・諸手当や休暇等の改善を図ること。

○定年の引き上げについては、国に遅れることなく県の職場・職

員の実情に即した対応を図ること。

○本年の勧告・報告の内容や実施時期については、当共闘会議と

の十分な交渉・協議、合意のもとに進めること。

今から加入できます
お勧めのポイント

○ポイント①

病気やけがの入院は、日帰り入院から保障

〇ポイント②

がんなど５大成人病の入院は、さらに手厚く保障

〇ポイント③

入院を伴う通院をカバー

〇ポイント④

不慮の事故の場合は、通院だけでも保障（通院５日以上）

○ポイント⑤

１５４種類の手術は、入院がなくても保障

○ポイント⑥

女性特有疾病の１４種類の手術は入院日額の４０倍

今回団体生命共済に加入する方、すでに加入している方は、
長期共済＆税制適格年金にも加入ＯＫ

長期共済 （積立型保険）

予定利率 (複利 )

１.２５％

じちろう 団体生命共済

○募集開始日
２０２０年１０月５日から（１２月１５日まで）

○保障開始（発効日）
２０２１年３月１日から

月額掛金
３０歳以下 ：１８２０円
全 年 齢 ：２９００円～

２０２０年度人事委員会勧告への要求書(案)
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